
 

 

 
平成１８年 ３月 ９日 
警    察    庁 

 

配偶者からの暴力事案の対応状況について 

 

 

１ 配偶者からの暴力相談等の認知状況 

    認知件数は、前年に比べて２,４７８件（１７.２％）増加した。 

平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１7年 
 ３,６０８ １４,１４０ １２,５６８ １４，４１０ １６，８８８ 

       注１）平成１３年は、１０月１３日（法施行日）から１２月３１日までの間 
       注２）認知件数とは、配偶者からの暴力事案を、相談、援助要求、保護要求、被

害届・告訴状の受理、検挙等により認知した件数を計上。 

 

 

２ 配偶者暴力防止法に基づく保護命令等に係る対応状況 

    前年に比べて、裁判所からの書面提出要求及び保護命令の通知が大幅に増

加した。 

 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 対前年増減数（％）
医療関係者からの通報 
 （法第６条第２項） 

－     40    31 32 50 +18(+56.3)

裁判所から書面の提出要求 
 （法第１４条第２項） 

  143 1,059 1,293 1,541 2,025 +484(+31.4)

裁判所から更なる説明要求 
 （法第１４条第３項） 

－     15     4 2 32 +30(+1500.0)

裁判所から保護命令の通知 
 （法第１５条第３項） 

  136 1,176 1,499 1,774 2,178 +404(+22.8)

接近禁止命令のみ   98   832 1,075 1,176 1,657 +481(+40.9)
 子への接近禁止 －  －  －  45 879 －  
退去命令のみ     0     4     5 5 4 - 1(-20.0)
接近禁止命令及び退去命令    38   340   419 593 517 -76(-12.8)

 

 子への接近禁止 －  －  －  18 329 －  
保護命令違反の検挙 
 （法第２９条） 

    3    40    41 57 73 +16(+28.1)

注１）平成１３年は、１０月１３日（法施行日）から１２月３１日までの間 
注２）平成１６年の「子への接近禁止」は、１２月２日から１２月３１日までの間 

 

 

 

 



 

 

３ 警察が執った措置（平成１７年中） 

   配偶者からの暴力事案に対して警察が執った措置（複数計上）は次のとおり
である。                                                 

   件 数   （％） 
他法令による検挙   １,３６７（ ８.１） 
ストーカー規制法に基づく警告 ２６（ ０.２） 
加害者への指導警告   ３,０９９（１８.４） 
警戒活動   １,４７１（ ８.７） 
被害者への防犯指導 １０,４５１（６１.９） 
防犯器具の貸出し      １８６（ １.１） 

被害を自ら防止するための措置の教示 ６４１（ ３.８） 
①住民基本台帳事務における支援 １,９９４（１１.８） 
②捜索願への対応   ４３３（ ２.６） 
上記①②両方   １４３（ ０.８） 
被害防止交渉に関する事項についての助言   １１７（ ０.７） 
加害者への被害防止交渉のための必要な連絡    ５７（ ０.３） 
被害防止交渉を行う場所としての警察施設の
利用 

   ５６（ ０.３） 

警
察
本
部
長
等
の
援
助 その他適当と認める援助    ７８（ ０.５） 
関係機関への連絡  ２,７９３（１６.５） 
保護命令制度の説明 １０,１０５（５９.８） 
その他  ３,７１０（２２.０） 
注１）割合は、平成１７年中に都道府県警察が取り扱い、警察庁に報告があっ

た１６,８８８件中の割合を算出したもの。 
注２）「関係機関」は、婦人相談所、福祉事務所、児童相談所、女性センター、

民間シェルター等を計上している。 
注３）「その他」は、弁護士会の教示、保護等を計上している。 
 
          

※ 他法令による検挙の内訳 

 平成16年 平成17年 対前年比（％）

総 計  1,094 1,367 +273(+25.0) 
殺人 75 87 +12(+16.0)  
強姦 3 4 +1(+33.3)  
暴行 171 202 +31(+18.1) 
傷害 711 887 +176(+24.8) 
脅迫 6 10 +4(+66.7) 
強制わいせつ 2 0 -2(-100.0) 
住居侵入 12 26 +14(+116.7) 
逮捕監禁 9 13 +４(+44.4)  
名誉毀損 3 1 -2(-66.7)  
器物損壊 19 39 +20(+105.3) 
暴処法違反 11 18 +7(+63.6) 
ストーカー規制法違反 0 2 +2(+200.0) 
銃刀法違反 18 17 -1(- 5.6) 

 

その他 54 61 +7(+13.0) 
        注１）発生した事件を検挙した後、当該事案が配偶者暴力事案であることが判明し

たものを含む。 
注２）未遂のある罪は、未遂を含む。 
注３）「その他」には、公務執行妨害、放火などが含まれる。 

 



 

 

４ 配偶者暴力事案の分析結果（平成１７年中） 

    都道府県警察が取り扱い、警察庁に報告があった１６,８８８件について分
析した。 

 

（１）被害者と加害者との関係 

関 係 件 数   （％）
婚姻関係  １２,４２７（７３.６）
上記を解消  １,８７０（１１.１）
内縁関係    ２,３２５（１３.８）
上記を解消    ２６６（ １.６）
注）「内縁関係」は、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に
ある場合に限る。 

 

（２）被害者の性別 

    性  別     件 数   （％）
   女  性  １６,４８１（９７.６）
    男  性       ４０７（ ２.４）

 

（３）被害者の年齢 

年 齢     件 数   （％）
   ～１９歳    １９９（ １.２）
 ２０～２９歳   ３,６１６（２１.４）
 ３０～３９歳   ６,２８６（３７.３）
 ４０～４９歳   ３,４１０（２０.２）
 ５０～５９歳   １,８９２（１１.２）
 ６０～６９歳   １,０６４（ ６.３）
 ７０歳～    ３９５（ ２.３）

        注）年齢が不明である２６件を除く。 

 

（４）加害者の年齢 

年 齢     件 数   （％）
    ～１９歳      ６７（ ０.４）
 ２０～２９歳   ２,６５９（１５.８）
 ３０～３９歳   ５,５７５（３３.２）
 ４０～４９歳   ３,８９６（２３.２）
 ５０～５９歳   ２,６３７（１５.７）
 ６０～６９歳   １,４１２（ ８.４）
 ７０歳～      ５７１（ ３.４）

        注）年齢が不明である７１件を除く。 

 
 


